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1 計画策定の背景 
 

全国的に近年、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の

変化等に伴い、空家等が年々増加しています。 

駒ヶ根市におきましても、人口は、平成 20年（2008 年）の 34,662 人をピークに減少に転じ、

一般的な人口推計の算定式で機械的に推計すると、令和２年（2020年）32,736人が 10年後の令

和 12年（2030年）には、29,114人になると見込まれています。また、空家等実態調査結果から、

空家等数は、平成 28年度の 207件から令和２年度には 328件となり、５年間で約 1.6倍に増加し

ており、今後も空家は増加すると考えられます。 

平成 27年５月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）

に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、「駒ヶ根市空家等対策計

画」を策定し、平成 29年度から令和２年度にかけて各施策に取り組んできました。 

また、当初計画の策定以降も適切な管理が行われず、防災・衛生・景観等、市民の生活に少な

からず影響を及ぼしている空家等が散見されます。一方で、新型コロナウイルス感染拡大を契機

とした「地方移住」への関心の高まりに伴い、アフターコロナを見据えた空家の活用も課題とな

っています。 

これらの課題を踏まえ、空家等対策をより一層推進する必要があることから、「第２期駒ヶ根

市空家等対策計画」を策定します。 

 

※人口等数値の根拠：2019年 4月 駒ヶ根市第４次総合計画後期基本計画 
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2 計画の概要 

 

（１） 基本理念 

 

（ア） 安心安全なまちを創ります。 

（イ） 美しく豊かな自然を次世代に伝える景観を創り守ります。 

（ウ） 空家等を有効な資源として捉え、活用を促進します。 

 

（２） 概要 

 

（ア） 目的 

 

空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、駒ヶ根市の基本的な取組や対

策を示し、市民の安全で安心な生活の確保及び生活環境を保全することを目的とし

ます。 

 

（イ） 位置づけ 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第 6条の規定をふ

まえたものとし、駒ヶ根市第 4次総合計画を上位計画とし、他の関連する計画と整

合を図った計画とします。 

 

  

（ウ） 計画期間 

 

令和 3年度から令和 7年度までの５年間とします。 
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件数 比率 件数 比率

A
管理良好　　一時的な草木の繁殖があるものも含む。
小規模の修繕により再利用が可能

可能性なし 192 92.8% 310 94.5%

B
管理不全　　一定の管理はされているが、草木の繁殖等があるもの。
損傷が見られるが、当面の危険性はない

可能性あり 10 4.8% 15 4.6%

C
倒壊等の危険性が高い　　管理されておらず、倒壊の危険性があるもの。
今すぐに倒壊や建築材の飛散等の危険性はないが、損傷が激しい

可能性あり 5 2.4% 3 0.9%

合計 207 100.0% 328 100.0%

ランク 判定内容 令和2年

特定空家等

可能性
平成28年

 

 

 

 

1 空家等実態調査結果 
 

     令和 2年度の調査結果では、平成 28年度の調査結果と比べ倒壊等の危険性が高い空

家等（Ｃランク）は減少しており、今までの改善・解消に向けた取組の成果と考えられ

ます。反面、管理良好な空家等（Ａランク）は 1.6倍に増加し、管理不全な空家等（Ｂ

ランク）は 1.5倍に増加しており、今後は改善・解消に向けた取組の強化が望まれます。 

   

空家数 平成 28年度：２０７件、令和 2年度：328件 

 

表―1 空家等の管理状況                     単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―1  （1）空家等の管理状況結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 調査結果について詳細は、第 5章 資料編 資料 2（Ｐ３4～Ｐ48）参照 
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2 これまでの主な取組 
 

（１） 空家等発生の抑制（空家化の予防） 
 

（ア） 空き家情報小冊子の作成・配布による広報の実施 

 

空き家情報小冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」を作成し広報に活用していま

す。平成 30年１月と令和 2年 8月に全戸回覧しました。また、Ａランク空き家所有者

等へ郵送することで、適正管理を呼びかけました。 

 

（イ） 相談窓口（都市計画課）おける相談の実施  

 

所有者等が抱える空き家に係る相談に随時応じています。相談内容によっては、庁

内連携を図り、担当部署へつなげ、情報提供を行うなど、問題解決に寄り添ってきま

した。 

 

（ウ） 空き家相談会の開催 

 

平成 30 年度、令和元年度に空家等対策協議会参加団体や県と協働で空き家相談会

を実施しました。空き家所有者に限らず、空き家なんでも相談との趣旨で呼びかけ、

事前申込みによる相談内容により、専門家を配置して相談に応じました。 

令和２年度は、コロナ禍の新たな試みとして、完全予約制による司法書士の電話相

談会を実施しました。空家等対策協議会委員を通じ、駒ヶ根市社会福祉協議会の協力

を得て、一人暮らし高齢者の方々へ開催通知を送付しました。施設入所による空家相

談等、空家予備軍への働きかけとなりました。 

 

【令和元年度 空き家相談会の様子】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） ふるさと納税返礼品に見守りサービスを追加 

 

ふるさと納税返礼品として、見守りサービスを追加しました。 
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平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度

空き家相談会 １６件 １８件 ４件

空き家バンク １９件

登録件数（累計） 見込み
５件 ９件 １４件

 Before  After 

 

 

（２） 空家等の流通・活用促進 

 

（ア） 「空き家バンク」・「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」との連携 

 

空き家バンクとは、空き家の売却・賃貸を希望する所有者から申し込みを受けて登

録した空き家の情報を、移住及び定住等を目的として空き家の利用を希望する人に情

報の提供を行う制度です。平成 28年３月に調印した協定により、市は空き家の情報提

供や連絡調整を行い、公益社団法人長野県宅地建物取引業協会南信支部伊南不動産組

合が物件の売買、賃貸の代理や媒介をしています。 

また、平成 23年より「田舎暮らし駒ヶ根推進協議会」（現：信州駒ヶ根暮らし推

進協議会）を設立し、官民一体となって移住の促進をしています。近年、「空き家バ

ンク」に関心が高まっており、空き家が移住のキーポイントとなっています。 

（イ） 空き家バンク登録物件の片づけ事業補助制度の創設 

 

空き家の有効活用を促進し、空き家バンクへの物件登録推進促進を図るために、空

き家バンク登録物件の片づけに係る経費の一部を補助する制度（経費の 1/2以内、10

万円上限）を令和元年５月に創設しました。 

【空き家片づけ補助活用事例】  

  

 

 

 

 

 

（ウ） 空き家相談会（再掲）開催による空き家バンク登録促進 

平成 30 年度、令和元年度に空家等対策協議会参加団体や県と協働で空き家相談会

を実施し、５件が空き家バンクの申請に繋がりました。 

表―１ 
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 After 

 

平成２９年度

総数 改善済 調整中 経過観察中

Ｂランク空家数 １０件 ６件 １件 ３件

Ｃランク空家数 ５件 ３件 １件 １件

令和２年度

 

 

 

（３） 管理不全な空家等状況の防止・解消 

 

（ア） Ｂ（管理不全）・Ｃ（倒壊等の危険性が高い）ランク空家の解消 

 

Ｂランクの空家については、所有者への啓発（空家情報小冊子等の送付）や現況の

連絡による改善を依頼してきました。その結果、１０件中６件が解体等に繋がり改善

されました。 

Ｃランクの空家については、法に基づく改善指導を繰り返すことで、５件中の２件

が解体、１件が所有者移転による適正管理に繋がり改善されました。また、調整中の

１件については、令和元年度に特定空家等に認定しました。 

表―２ 

 

 

 

※ 経過観察中の物件は、倒壊しても危険性が極めて低い地域に所在している。 

 

【Ｃランク空家改善事例】 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Before 
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理由 件数 合計 理由 件数 合計

Aランク 令和2年度　新規増加 141 解消 47

適正管理の
継続

空家以外→Aランク 27 Aランク→Bランク 4

流通・活用
促進

Bランク→Aランク 1

Bランク 令和2年度　新規増加 7 解消 6

改善・解消 空家以外→Bランク 2 Bランク→Aランク 1

Aランク→Bランク 4 Bランク→Cランク 1

Cランク

解消

合計 207 328

平成28年 令和2年
増減の内訳

継続
増加 減少

192 310 141 169 51

1 解消 3 3

10 15 2 13 8

5 3 2 Bランク→Cランク 1

 

 

3 成果の検証 

 

第 1期駒ヶ根市空家等対策計画の成果について、平成 28年度、令和 2年度の実態調査

結果を基に成果の検証を行う。 

空家の件数で比較すると 207件から 328件と 121件増加しているが、空家の新規増加

が主な理由だと考えられる。 

ランク別の増減について比較すると、適正管理の継続、流通・活用の促進を目指して

いた Aランクの空家等では、継続 141件と解消 48件で、Aランクから Bランクに悪化し

た空家等は 4件となっている。 

また、改善・解消を目的としていた B、Cランクの空家では改善が 1件、解消が 9件で、

継続 2件と悪化 1件よりも多い結果となっている。 

 

所有者の意向調査を行った結果、空家等の維持管理を行っている人の割合が 51.0％か

ら 83.7％に増加し、適正管理の促進の成果であると考えられる。 

空家バンクについて、「条件によっては登録したい」が 18.8%、「制度について 

もっと詳しく知りたい」と回答した人が 13.9%で、流通・活用の促進に向けた情報発信

を行う必要がある。 

 

第 1期空家等対策計画に基づいた取組は成果を上げていると思われるため、今後も現

在行っている取組を継続する。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 調査結果について詳細は、第 5章 資料編 資料 2（Ｐ34～Ｐ48）参照 

目的としていた結果 目的と反する結果
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4 課題 
 

（１） 人口減少と空家件数の増加 

 

駒ヶ根市の人口は、平成 20年（2008年）の 34,662人をピークに減少に転じ、国

立社会保障・人口問題研究の推計によると、令和 2年（2020年）32,736人が 10年後

の令和 12年（2030年）には 29,114人、20年後の令和 22年（2040年）26,548人にな

るとされている。 

空家の件数については平成 28年度の 207件から、令和 2年度には 328件に増加し

ており、少子高齢化、世帯分離等の影響も加わり、今後も空家はさらに増加していく

と考えられる。 

 

⇒ 計画的かつ総合的な対応を行う必要がある。 

 

（２） 広範囲に分布する空家 

 

平成 28年度調査時には、中心市街地に空家が多い傾向が見られるが、市内全域に空

家は点在していた。令和 2年度調査でも同様の傾向が見受けられる。また地区別の件

数の増減を比較すると、中心市街地から離れた地区でも増加が目立つ地区もあり、広

範囲に空家が分布していることがわかる。 

 

⇒ 広域的な対応を行う必要がある。 

 

（３） 建物の状態、周辺への悪影響度による対応 

 

駅や商業施設に近く、小規模な修繕により再利用が可能な空家と、学校や避難所等

の施設に近い、倒壊等の危険性の高い空家では、求められる対応、優先度に違いがあ

る。 

   

⇒ 建物の状態や家屋周辺の公共施設や商業施設、交通施設などの周辺状況に

応じた対応が必要になる。 
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Aランク Bランク Cランク 合計

駅から1km圏内 173件 9件 1件 183件

Aランク Bランク Cランク 合計

商業施設から500m圏内 119件 5件 1件 125件

 

 

（ア） 駅から 1㎞圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 商業施設※から 500m圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大規模小売店舗立地法に基づく届出のある小売店 

第 2 章 空家の現状と課題                                  
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Aランク Bランク Cランク 合計

市役所から500m圏内 27件 3件 0件 30件

Aランク Bランク Cランク 合計

小中学校から500m圏内 48件 5件 0件 53件

 

 

（ウ） 市役所から 500m圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ） 小中学校から 500m圏内 
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Aランク Bランク Cランク 合計

避難所から500m圏内 294件 13件 1件 308件

Aランク Bランク Cランク 合計

総合病院から500m圏内 74件 2件 1件 77件

 

 

（オ） 総合病院※から 500m圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昭和伊南総合病院、前澤病院 

 

（カ） 避難所※から 500m圏内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31年 3月 駒ヶ根市地域防災計画 避難場所 
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1 空家等の定義 

  空家等の種類は、法に定める「空家等」「特定空家等」 

  ・・・法第 2条 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等（特定空家等含む）     建築物    建築物本体 

                    

     門、塀等   

     附属する工作物（袖付看板等） 

  

                 敷地      その土地 

 

 

                        立木その他の土地に定着する物 

                            （自立看板等）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等 

特定空家等 

「空家等」とは、 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物

を含みます。）ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

「特定空家等」とは、 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又

は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を

図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等。 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                  

 第３章 空家等対策の基本的方針 
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対象地区：駒ヶ根市全域 

中央高速自動車道 

駒ヶ根ＩＣ 

中心市街地に空家が多い傾向がみられるが

市内全域に空家が点在しています。 

 

 

2 空家等対策の対象地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 空家等対策の取組方針 
 

（1） 空家等発生の抑制（空家化の予防） 

 

      空家等が発生する前に予防策を講じることで、近い将来空家等になる可能性の

住宅等をお持ちの皆様へ、空家等になっときのことを考え、空家等になる前に考

える取組を行います。 

 

（2） 空家等の流通・活用促進 

 

空家等実態調査からもほとんどの空家等が、管理されている空家等であり、意

向調査結果からも、空き家バンクの取組に興味を示していることから、連携した

取組を行います。 

 

（3） 管理不全な空家等状態の防止・解消 

 

      空家等となってしまった後に、様々な理由で適切な管理をすることが出来なく

なった空家等（特定空家等）については、その段階に応じた対応を行い。改善に

向けた取組を行います。 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                
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4 空家等の状態の変化に伴う施策 

 

     

      

      

 

 

 

 

 

     

     

 

      

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

放
置
・
管
理
不
全 

 

●所有者啓発等 

・「空き家バンク」「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」 

 等との連携による利活用の促進 

・専門団体との連携による課題解決（相続等） 

・管理事業者の紹介等による適正管理の促進 他 

 

●法に基く改善指導 

・調査結果に基づく管理不全・倒壊危険家屋等の 

 解消に向けた取組強化 

・「特定空家等」の認定及び法に基づく改善指導 

・他法令との連携による改善指導の実施 

（建築基準法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

道路法等）他 

 

（3）管理不全な空家等状態の防止・解消 

 

・「空き家バンク」「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」 

 等との連携による利活用の促進 

・専門団体との連携による課題解決（相続等） 

・管理事業者の紹介等による適正管理の促進 他 

 

助
言
・
指
導 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                 

 

代
執
行 

除 

却 

 

利 

用 

中 

空 

家 

化 

 

・広報、チラシ等による啓発 

・相談窓口（都市計画課）による相談の実施 

・空家等対策協議会及び庁内会議での情報共有 

・「空き家バンク」「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」 

 等との連携による利活用の促進 

       ・空家等実態調査結果のデータベース化 他 

 

 
（2） 空家等の流通・活用促進 

 

勧 

告 

命 

令 

 

放
置
・
管
理
不
全 

（1） 空家等発生の抑制（空家化の予防） 
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5 空家相談の具体的なフロー 
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6 実態調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空 家 等：特定空家等になるおそれのない空家等 

○所有者等により定期的に管理されている等 

○空家等の活用を検討したい等 

 

 

特定空家等（認定の検討） 

1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそ

れのある状態 

2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態 

3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損

なっている状態 

4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること

が不適切である状態 

 

現地調査 

空家等現地調査後、空家等の所有者等に対し、所有者としての意

向を調査する。（改善の意思を確認することを含みます。） 意向調査 

事前準備 

庁内連携：法に基づき 情報提供依頼 

駒ヶ根市水道管理事業者へ 1 年以上閉栓状態の所有者 

税務課へ固定資産税等納税者 

調査結果 

台帳への登録 

空家等データベース 

○庁内活用地図システムへの入力 

 

 

 

対  策 

○啓発（適切な管理を行うための情報発信） 

○流通促進（空き家バンクへの登録案内） 

○改善指導（助言・指導通知の発送）  

○特定空家等の認定について、庁内会議、協議会での認定協議 

 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                

【特定空家等】の実態把握を目的に現地調査を行い、国のガイド

ラインを指針に【空家等】・【特定空家等】の一次判別を行いま

す。原則は外観から現地調査を行う。 

 

＊第 5 章 資料 3～5（Ｐ49～Ｐ56） 各調査票により調査 
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7 空家等情報のデータベース化 

 

空家等の調査により取得した情報及び当該空家等対策にあたり必要な情報につ

いて、データベースを整備し、都市計画課において管理する。また、データベー

スの情報は、法の範囲内で庁内で共有する。 

 

 

データベースの情報は以下のとおりとする。 

 

1） 空家等基本情報（所在地、建物種類、階数、構造等） 

 

2）現地調査情報（老朽度、周辺への影響、維持管理の状態） 

 

3）所有者特定情報（土地・建物所有者等の住所、連絡先等） 

 

4）所有者の意向調査 

 

5） 利活用の促進（情報提供等の履歴） 

 

6）適切な管理の促進（助言や指導等の履歴） 

 

所有者等が特定できない場合 

 

● 所有者等不明（相続放棄含む）の確認 

・法定相続各人に対し相続放棄の事実について調査。 

・法定相続人全員の相続放棄が確認された場合は、所有者不明の空家 

等とし、データベースに登録。 

 

● 所有者等所在不明の確認 

・所有者等確認のため送付した郵便物等が返送された場合は、送付先 

の市町村に住民票の閲覧請求を行う等調査を行った後、なおも所在 

が不明な場合には、「過失なく所有者等を確知出来ない」者と判断 

し、データベースに登録。 

 

 

 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                
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8 計画推進の体制 

 

当市では、令和元年度に 1 件の特定空家等を認定しており、法に基づく措置を進め

る予定です。 

今後も特定空家等の可能性がある空家等を５年間の計画期間で指定し、具体的解消

に向け以下の体制で取り組みます。 

 

（1） 所有者の協力 
 

この計画は、個人の財産である家屋等を対象としています。そのため、所有者の協

力が不可欠です。また、法第 3 条には、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう、空

家等の所有者又は管理者が適切な管理に努めなければならないと規定されています。

この計画に基づく市の空家対策について、所有者への周知・啓発を行い空家等対策の

推進に取り組みます。 

 

（2） 地域での空家等対策の検討と情報の共有 
 

空家等の管理は一義的には、所有者等が適切に管理若しくは活用すべき問題である

が、地域全体で対処方法を検討・共有することは有効であり、様々な連携が問題の解

決には必要となります。 

  

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家

団体 

市 

地域 

住民 

民間事

業者 
国・県 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                

 所有者 
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（3） 関係機関・民間事業者との連携 
 

この計画に基づく事業は、「駒ヶ根市空家等対策協議会」をはじめとする関係機関

や民間事業者と連携を図り、効率的かつ効果的に実施します。 

（ア） 駒ヶ根市空家等対策協議会の設置、活動 

第 1期計画を策定するにあたり、法第７条に基づき、平成 28年２月に設置した、

駒ヶ根市空家等対策協議会の活動を継続します。 

対象者 人数 所属団体 

司法書士 1 長野県司法書士会 伊那支部 

土地家屋調査士 1 長野県土地家屋調査士会 伊那支部 

宅地建物取引業者 1 公益社団法人 長野県宅地建物取引業協会 南信支部 

建築士 1 公益社団法人 長野県建築士会 上伊那支部 

建設業 1 駒ヶ根市建設業組合 

駒ヶ根市市議会議員 1 駒ヶ根市議会 

地区役員 1 区長会 

警察職員 1 駒ヶ根警察署 

消防職員 1 上伊那広域消防本部 伊南北消防署 

社会福祉士 1 社会福祉法人 駒ヶ根市社会福祉協議会 

県担当部局職員 1 上伊那地方事務所 建築課 

市長 1  

合計人数 12  

協議会では、 

・空家等が特定空家等に該当するか否かの判断 

・空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針 

・特定空家等に対する措置の方針などに関する協議を行うための場 

 

（イ） 専門家団体との連携・協力体制の維持 

第 1期計画で整えた、専門家団体との連携・協力体制を引き続き維持します。 

各団体 内容 

長野県司法書士会  ・相続登記手続き、財産管理手続き 

長野県土地家屋調査士会 ・土地、建物表題部変更手続き 

公益社団法人長野県宅地建物取引業協会 ・利活用相談、空家バンクへの協力 

公益社団法人長野県建築士会 ・空家等の修繕、改善計画相談 

駒ヶ根建設業組合 ・空家等の解体、改修相談 

長野県解体工事業協会 ・空家等の解体相談 

長野県弁護士会 ・空家等の法的手続き相談 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                
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（4） 庁内の連携 
 

空家等に関する諸問題は、実際には庁内の複数の部署が関係するケースが少なくあ

りません。「駒ヶ根市空家等庁内会議」を有効に活用することにより、関係部署がお

互いの情報を共有し、連携して取り組むことで、早期の解決を図ります。 

（ア） 相談窓口の継続（都市計画課）（H27.6設置） 

（イ） 駒ヶ根市空家等対策庁内会議の継続（H28.1設置） 

空家等対策を効果的かつ効率的に実施を続けるためには、空家等の調査、確認、 

特定空家等に対する立入調査又は措置などに不断に取り組むために整備した体制を維

持・継続することが重要です。 

空家等対策に関係する内部部局の連携体制や空家等の所有者等からの相談を受ける

体制を整えるため設置した、「駒ヶ根市空家等対策庁内会議」を維持する。 

 

空家等問題の例 対応（連携） 

部署 

建物の倒壊、屋根等の

飛散の恐れがあり危

険。 

都市計画課、生

活環境課、総務

課、危機管理課等 

子どもたちが自由に出

入りしており、防犯上

問題。 

総務課、危機管理

課、子ども課等 

ゴミや動物の糞尿等が

放置されており衛生上

有害。 

生活環境課、 

農林課等 

草木が繁茂し、景観を

阻害しています。（見

通しが悪い等） 

生活環境課、 

都市計画課等 

自分が亡くなった後の

建物管理や活用の相談

をしたい。 

（高齢化が加速し、今

後も相談が多い事が予

想される事例。） 

 

商工振興課、地

域保健課、福祉

課等 

 

市
民
か
ら
様
々
な
相
談
（
倒
壊
・
防
犯
・
ゴ
ミ
・
草
木
・
活
用
・
・
・
。
） 

空
家
等
の
相
談
窓
口 

都
市
計
画
課 
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 総務課 

企画振興課 

財政課 

税務課 

危機管理課 

福祉課 

地域保健課 

市民課 

生活環境課 

農林課 

商工振興課 

観光推進課 

建設課 

上下水道課 

子ども課 

社会教育課 

の各課長 

 
 ・事務局   

都市計画課 

 

空家等対策 

庁内会議委員 
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（5） 他法令の連携 
 

空家等の対策は、この法律に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災害対策基本

法、災害救助法など、それぞれの法律の目的の範囲で、適正に管理されていない空家

等についても、必要な措置等を講じることが可能なこともあります。このため、空家

等の情報について、内部部局で共有し、連携を図ります。 

法・条例 条項 内容 

民法 第 233 条 竹木の枝の切除及び根の切取り 

第 717 条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 

建築基準法 第 8 条 維持保全 

第 9・10 条 違反建築物に対し、除却・移転・改築、使用禁止・

制限等を命令できる。一定規模以上の事務所であ

って、放置すれば著しく保安上危険となるおそれ

がある既存不適格建築物への、除却・移転・改築

等を勧告できる。勧告に従わない場合命令できる。 

廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

第 5 条 清潔の保持等 

管理する土地又は建築物の清潔を保つように努め

なければならない。 

第 19 条の 7 ごみや産業廃棄物の不法投棄により生活環境の保

全上支障がある場合、支障の除去・防止に必要な

措置を命令できる。措置を講じないとき等は代執

行できる。 

消防法 第 2 章 

第 3 条 

火災の予防 

火災の予防上危険な場合等について、改修・移転・

除去等を命令できる。措置を講じないときは代執

行できる。 

道路法 第 44 条 交通に危険を及ぼす恐れがあると認められる沿道

区域内の工作物等に対し、危険を防止するため必

要な措置を命令できる。措置を講じないときは代

執行できる。 

災害対策基本法 第 62 条第 1 項 

第 64 条第 2 項 

消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又

は災害の拡大を防止するために必要な応急措置を

実施するため緊急の必要があると認めるときは、

応急措置の実施の支障となるものの除去等の必要

な措置をとることができる。 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                                
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9 特定空家等対応方針及び判断基準 

 

（1） 特定空家等の対応方針 
 

  特に早急に改善を図る必要があるような、危険性の高いものについて、特定空家等と

扱い、改善するための指導を優先し行っていく。 

 

（2） 特定空家等の判断基準の考え方 
 

当市では、国で統一的に示された「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を

図るために必要な指針（ガイドライン）を判断基準とします。 

 

（3） 特定空家等の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 建築物が著しく保安上危険 

1） 建築物 

以下のア又はイに掲げる事項に該当するか否かにより判断します。ア又はイに列挙した

ものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断してい

く必要があります。 

① 建築物の著しい傾斜 

部材の破損や不同沈下等の状況により建築物に著しい傾斜が見られるかなどを基に総

合的に判断します。 

調査項目の例 

・基礎の不同沈下、柱が傾斜 

 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                           

ケース１ 「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」

であるか否かの判断に際して参考となる基準 

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であること

を判断する際は、以下の（１）、1）若しくは 2）又は（2）．に掲げる状態（将来その

ような状態になることが予見される場合を含みます。）に該当するか否かにより判断し

ます。以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない

場合も適切に判断していく必要があります。 
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【参考となる考え方】 

下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にある場合、1/20 超の傾斜が認められる

場合（平屋以外の建築物で、２階以上の階のみが傾斜している場合も、同様の数値で取り

扱うことも考えられます。） 

※「被災建築物応急危険度判定マニュアル」財団法人日本建築防災協会／全国被災建築物

応急危険度判定協議会 

 

② 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等 

● 基礎及び土台 

基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているか否か、腐食又は蟻

害によって土台に大きな断面欠損が発生しているか否か、基礎と土台に大きなずれが発生

しているか否かなどを基に総合的に判断します。 

調査項目の例 

・基礎が破損又は変形 

・土台が腐朽又は破損 

・基礎と土台にずれが発生 

【参考となる考え方】 

・ 基礎のひび割れが著しく、土台に大きなずれが生じ、上部構造を支える役目を果たさ

なくなっている箇所が複数生じている場合 

※「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」 

（監修 国土交通省住宅局建築指導課／財団法人日本建築防災協会） 

・ 土台において木材に著しい腐食、損傷若しくは蟻害があること又は緊結金物に著しい

腐食がある場合 

※「特殊建築物等定期調査業務基準」 

（監修 国土交通省住宅局建築指導課／財団法人日本建築防災協会） 

● 柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 

構造耐力上主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又

は破損が発生しているか否か、腐食又は蟻害によって構造耐力上主要な柱等に大きな断面

欠損が発生しているか否か、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断します。 

調査項目の例 

・ 柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形 

・ 柱とはりにずれが発生 

【参考となる考え方】 

複数の筋かいに大きな亀裂や、複数の柱・はりにずれが発生しており、地震時に建築物

に加わる水平力に対して安全性が懸念される場合 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                         

 

第 5 特定空家等の対応方針及び判断基準                     
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2） 屋根、外壁等 

① 屋根ふき材、ひさし又は軒 

全部又は一部において不陸、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、緊結金具に著

しい腐食があるか否かなどを基に総合的に判断します。 

調査項目の例 

・ 屋根が変形 

・ 屋根ふき材が剥落 

・ 軒の裏板、たる木等が腐朽 

・ 軒がたれ下がり 

・ 雨どいのたれ下がり 

【参考となる考え方】 

目視でも、屋根ふき材が脱落しそうな状態を確認できる場合 

② 外壁 

全部又は一部において剥離、破損又は脱落が発生しているか否かなどを基に総合的に判

断します。 

調査項目の例 

・ 壁体を貫通する穴 

・ 外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出 

・ 外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮き 

【参考となる考え方】 

目視でも、上部の外壁が脱落しそうな状態を確認できる場合 

 

③ 看板、給湯設備、屋上水槽等 

転倒が発生しているか否か、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、支持部分の接

合状況などを基に総合的に判断します。 

調査項目の例 

・ 看板の仕上材料が剥落 

・ 看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒 

・ 看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落 

・ 看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食 

【参考となる考え方】 

目視でも、看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している状態を、確認できる

場合 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                         

 

第６ 特定空家等に対する対応・措置 

 

特定空家等 対応 フロー図 
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④ 屋外階段又はバルコニー 

全部又は一部において腐食、破損又は脱落が発生しているか否か、傾斜が見られるかな

どを基に総合的に判断します。 

調査項目の例 

・ 屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落 

・ 屋外階段、バルコニーが傾斜 

【参考となる考え方】 

目視でも、屋外階段、バルコニーが傾斜している状態を確認できる場合 

 

⑤ 門又は塀 

全部又は一部においてひび割れや破損が発生しているか否か、傾斜が見られるかなどを

基に総合的に判断します。 

調査項目の例 

・門、塀にひび割れ、破損 

・門、塀が傾斜 

【参考となる考え方】 

目視でも、門、塀が傾斜している状態を確認できる場合 

 

（イ） 擁壁が老朽化し危険 

擁壁の地盤条件、構造諸元及び障害状況並びに老朽化による変状の程度などを基に総合

的に判断します。 

調査項目の例 

・ 擁壁表面に水がしみ出し、流出 

・ 水抜き穴の詰まり 

・ ひび割れ 

【参考となる考え方】 

擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点（環境条件・障害状況）と変状点の組み合わせ

（合計点）により、擁壁の劣化の背景となる環境条件を十分に把握した上で、老朽化に対

する危険度を総合的に評価します。 

※「宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）」（国土交通省都市局都市安全課） 

 

 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                          
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ケース２ 「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であ

るか否かの判断に際して参考となる基準 

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であることを判

断する際は、以下の（１）又は（２）に掲げる状態（将来そのような状態になること

が予見される場合を含む。）に該当するか否かにより判断します。以下に列挙したも

のは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断して

いく必要があります。 

 

 

（ア） 建築物又は設備等の破損が原因で、以下の状態 

状態の例 

・ 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い 

・ 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生 

・ 排水等の流出による臭気の発生 

 

（イ） ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態 

状態の例 

・ ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生 

・ ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                           
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ケース３ 「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状

態」であるか否かの判断に際して参考となる基準 

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」である

ことを判断する際は、以下の（１）又は（２）に掲げる状態に該当するか否かにより

判断します。以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれに

よらない場合も適切に判断していく必要があります。 

 

（ア） 適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合し  

ない状態 

状態の例 

・ 景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物

又は工作物の形態意匠等の制限に著しく不適合 

・ 景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定め

る建築物の形態意匠等の制限に著しく不適合、又は条例で定める工作物の形態意匠等の

制限等に著しく不適合 

・ 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく不適合 

 

（イ） その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態 

状態の例 

・ 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置 

・ 多数の窓ガラスが割れたまま放置 

・ 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置 

・ 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂 

・ 敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                          
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ケース４ 「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であ

る状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準 

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」で

あることを判断する際は、以下の（１）、（２）又は（３）に掲げる状態に該当する

か否かにより判断します。以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に

応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要があります。 

 

（ア） 立木が原因で、以下の状態 

状態の例 

・ 立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量飛散 

・ 立木の枝等が近隣の道路等への著しいはみ出し 

 

（イ） 空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態 

状態の例 

・ 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生 

・ 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生 

・ 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散 

・ 多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生 

・ 住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入 

・ シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来 

＊以上の状態により、地域住民の生活環境への悪影響 

 

（ウ） 建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態 

状態の例 

・ 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状

態で放置 

・ 屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等

の通行の妨げ 

・ 周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出 

 

 

 

 

 

第 3 章 空家等対策の基本的方針                         
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1 具体的な施策と達成目標 

 

（１） 空家等発生の抑制（空家化の予防） 

 平成 28年度から令和 2年度でＡランク空家は、1.61倍に増加しました。 

 当市の人口推計から見込まれる人口減少状況から空家の増加傾向は今後も続くと考

えられます。 

 第 1期に引き続き、市民へ空家の実態を広く周知するとともに、新たに空き家予備

軍への働きかけなどの空家増加の抑制施策を強化し、空家の増加率を現在の水準に抑

えます。 

 

（ア） 広報、チラシ等による啓発 

空き家情報小冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」を継続作成し活用していきま

す。第２期空家等実態調査により判明した新たな空き家所有者等へ送付することで、

適正管理を呼びかけていきます。 

広報誌、ＣＡＴＶを活用した広報を実施します。 

 

（イ） 相談窓口（都市計画課）における相談の実施  

引き続き、所有者等が抱える空き家に係る相談に随時応じていきます。相談内容に

よっては、庁内連携により担当部署へつなぐ、情報提供を行うなど、問題解決に寄り

添っていきます。 

 

（ウ） 空き家相談会の開催 

空家等対策協議会や空き家バンク等との連携による空き家相談会を開催し、空き家

予備軍を含めた様々な空家問題の早期解決につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 具体的な施策と達成目標                                  

 第 4章 具体的な施策と達成目標 



30 

 

現状値 目標値

令和２年度 令和７年度

増加率 － １.６１倍 １.６１倍

平成28年度

 

 

（エ） 空き家予備軍への働きかけ 

駒ヶ根市社会福祉協議会と連携し、一人暮らし高齢者の方々へ空き家相談会開催通

知を送付します。 

また、地域保健課で実施している保健師による健康教育や地域サロンで行う終活の

出前講座の場を活用します。 

さらに、司法書士による相続問題等の講座を開催し、空き家予備軍の抑制を図りま

す。 

目標１【Ａランク空家増加の抑制】 

 

 

 

（２）空家等の流通・活用促進 

意向調査結果から、売却を希望する空家所有者が比較的多く、管理状態が良好な空

家所有者ほど空き家バンクへの登録を考えていることが伺えます。 

本計画では、空き家相談会の回数を増やすことにより、空き家バンク登録数の増加

を図ることで、空家等の流通・活用の促進につなげるとともに、アフターコロナの「地

方移住」への対応を図ります。 

 

（ア） 「空き家バンク」・「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」との連携 

地域創生、ふるさと回帰の流れの中で、セカンドライフを豊かな自然の中で暮らし

たいというシニア世代、安心安全な暮らしを求める子育て世代、自分の生きがいを求

める若年世代と、都市部から地方への移住に対する需要が増加しています。 

さらに新型コロナウィルス感染症の影響によりテレワークの導入が進み、働き盛り

世代にも都市部から地方へ移住する動きが広がっていることもあり、さらなる需要の

増加が考えられます。 

 

（イ） 「空き家バンク」の積極的な情報発信 

市のホームページを活用して、空き家バンクの情報発信を強化します。また、令和

2 年度の実態調査で判明した新たな空家所有者へ空き家バンクのパンフレットを送付

します。 
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現状値 目標値

令和元年度 令和７年度

空き家相談会の開催 １回／年 ２回以上／年

空き家バンク申請件数 ５件／年 １０件／年

平成28年調査 実績値 令和２年調査 目標値

当初数 令和２年度 当初数 令和７年度

４件

６０％の改善

２件

６０％の改善
７０％の改善

Ｂランク空家数 １０件 １５件 ７０％の改善

Ｃランク空家数 ５件 ３件

 

（ウ） 空き家相談会の開催による空き家バンク登録数の促進（再掲） 

空家等対策協議会との連携による空き家相談会の開催回数を増やすことで、空き家

バンクの登録数の増加につなげます。 

 

（エ） 補助制度の活用による流通促進 

空き家の有効活用を促進し、空き家バンクの物件登録促進を図るため、空き家バン

ク登録物件の片づけ事業補助制度を継続するとともに、新たに移住者が空き家バンク

登録物件の購入をする際の補助を創設します。 

また、改修費等の補助制度について検討します。 

目標２【空き家相談会による空き家バンク申請数の増加】 

 

 

 

（３）管理不全な空家等状況の防止・解消 

 Ｂ（管理不全）ランク空家及びＣ（倒壊等の危険性が高い）ランク空家の改善・解

消に向けた取り組みにより、第１期は 60％の改善につなげることができました。 

 第２期では、所有者への啓発等の取り組みを強化し、70％の改善を目指します。 

 

（ア） Ｂ（管理不全）・Ｃ（倒壊等の危険性が高い）ランク空家の解消 

Ｂランクの空家については、所有者への啓発（空家情報小冊子等の送付）や現況の

連絡による改善を依頼します。 

Ｃランクの空家については、法に基づく改善指導を繰り返し実施します。また、特

定空家等に指定された空家については、早期に具体的措置を進めてまいります。 

目標３【管理不全空家の解消】 
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2 計画の進行管理 

この計画に基づく各施策について、定期的に効果を検証し、適宜見直しを行います。

また、計画の最終年度には、市内の空家の状況を改めて調査し、その成果を検証しま

す。 

 

3 空家等実態調査結果に基づく具体的取組スケジュール 

 

平成 28年 
第 1期  

計画期間 
令和 2年 

第 2期 

計画期間 

令和 3年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

・計画策定等 

・関係団体連携 

  

●空家等実態

調査実施 

●成果の検証 

・計画策定等 

・関係団体連携 

  

●空家等対策

協議会 

●空き家バン

ク連携 

   ●空家等実態

調査実施 

●成果の検証 

Ａランク 

 

適正管理の継

続 

 

流通・活用促

進 

 Ａランク 

 

適正管理の継

続 

 

流通・活用促

進 

                        

Ｂランク 

 

改善・解消 

 

対象空家等の

改善・解消の 

検証 

Ｂランク 

 

改善・解消 

   

 

  

対象空家等の

改善・解消の

検証 

Ｃランク 

 

解消 

 

対象空家等の

解消の検証 

Ｃランク 

 

解消 

   

 

    

 

代執行等 

具体的措置                              

 

対象空家等の

解消の検証 

  

第 4 章 具体的な施策と達成目標                                  

 

・「空家バンク」「信州駒ヶ根暮らし駒ヶ根推進協議会」等との連携

による利活用促進 

・「空家バンク」等の利活用促進に関する積極的な情報発信 

・専門家団体との連携による課題解決（相続等） 

・管理事業者等の紹介等による適正管理の促進 

 

・所有者への啓発 

・環境改善指導（繰り返し実施） 

・特定空家等の指定 

・法に基づく改善指導 

4.5 
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資料 1 空家等実態調査 

（１） 調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務背景 平成 24年度調査、平成 28年調査空き家及び令和 2年 5月

時点１年以上閉栓空家等について、固定資産税情報と照らし

合わせ、地域内の安全確保、防災上及び活用の観点から、調

査した。 

・調査対象：現在居住及び活用していない建物 

・調査対象外：物置や農作業場等で活用されている建物 

･ 所有者が不明である建物についても含む。 

業務目的 空家等の発生予防・活用・適正管理等の総合的な空家等対策

の検討資料とし、今後の空家等及び特定空家等の対策に活用

するため空家等の現地調査及び所有者等への意向調査を実施

し、当市の空家等の分布傾向や実態把握を行った。 

準拠する法令 

 

仕様書による他、次の関係法令、諸規則等を準拠 

1）空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年 11月

27日法律第 127号） 

2）空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための

基本的な指針（平成 27年 2月 26日付け総務省・国土交通省

告示第 1号） 

3）「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るた

めに必要な指針(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ) 

4）『地方公共団体における空家調査の手引き』 

（国土交通省住宅局） 

5）駒ヶ根市財務規則及び諸規則 

6）個人情報保護法 

7）その他の関係法令及び通達等 

調査内容 【空家等現地調査】 

現地調査とは、空家等想定分布図をもとに空家等の場所を

確認し、外観目視による現地調査を「地方公共団体における

空家調査の手引き」、「空家等対策の推進に関する特別措置

法」に準拠し、現地調査票をもとに空家等の特定を行った。

なお、現地調査票は資料編を参照。 

【空家等意向調査】 

空家等現地調査後、空家等の所有者等に対し、所有者とし

ての意向を調査 

（改善の意思を確認することを含む。） 

調査対象範囲 市内全域 742戸  空家等 328戸 

第 5 章 資料編                                 
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件数 比率 件数 比率

A
管理良好　　一時的な草木の繁殖があるものも含む。
小規模の修繕により再利用が可能

可能性なし 192 92.8% 310 94.5%

B
管理不全　　一定の管理はされているが、草木の繁殖等があるもの。
損傷が見られるが、当面の危険性はない

可能性あり 10 4.8% 15 4.6%

C
倒壊等の危険性が高い　　管理されておらず、倒壊の危険性があるもの。
今すぐに倒壊や建築材の飛散等の危険性はないが、損傷が激しい

可能性あり 5 2.4% 3 0.9%

合計 207 100.0% 328 100.0%

ランク 判定内容 令和2年

特定空家等

可能性
平成28年

 

 

資料２ 空家等実態調査結果 

 

1 現地調査結果 

（１） 空家等の管理状況 

令和２年度調査では、特定空家等の可能性がある建物（Ｂ、Ｃ）が18件で5.5％あり、

内3件が倒壊等の危険性が高い建物である。 

また、Ａランクでも樹木等の繁殖があるものもある。 

 

表１ 空家等の管理状況                       単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 空家等の管理状況結果 
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図２－１ 行政区別 空家等の数 
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区分・住所 市内 県内 県外 不明 弁護士物件 合計
A 132 26 32 1 1 192
B 4 4 2 0 0 10
C 3 0 2 0 0 5

平成28年　計 139 30 36 1 1 207

A 179 55 56 20 0 310

B 11 0 1 3 0 15
C 3 0 0 0 0 3

令和2年　計 193 55 57 23 0 328

平成28年

令和2年

回答数 回答比率 回答数 回答比率

居住者が死亡したため 18 26.1% 43 30.9%

別の住居へ転居したため 14 20.3% 40 28.8%

居住者が施設・病院へ入所・入院したため 5 7.2% 16 11.5%

賃借人などの入居者が退去したため 10 14.5% 10 7.2%

居住用に取得したが入居していないため 1 1.4% 5 3.6%

売却用に取得したが、購入者が見つからないため 2 2.9% 2 1.4%

居住者が長期の出張や転勤をしたため 1 1.4% 1 0.7%

相続により取得したが入居していないため 5 7.2%

税制上の理由で取壊しを控えているため 3 4.3%

普段は利用していないため（別荘・セカンドハウスとして利用） 2 2.9%

子などの住居へ転居したため 1 1.4%

建替え・増改築・修繕のため一時的に退去しているため 0 0.0%

その他 6 8.7% 17 12.2%

未回答 1 1.4% 5 3.6%

計 69 100.0% 139 100.0%

令和2年平成28年
空家に至った理由

 

（２） 空家等となる原因 

空家等になった原因としては居住者が死亡した後、これらを使う者がなく空家等と

なっている場合が多く、相続等をした人もお墓参りや里帰りに一次的に利用するため

取り壊しや賃貸・売却用にしないためと推測されます。  

また、居住者が長期入院や施設入所、長期出張などで長期不在、居住者の高齢化に

より、子などの親族宅へ転居、あるいは、他の場所に新築など移転後も建物の取り壊

しや売却などを行わず、空家等となっている事例もあります。 

 

表２ 空家等に至った理由                       単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 空家等の管理状況と所有者住所 

 空家等の所有者の住所は市内が58.8%、市外等が34.1%であるが、管理が適切でないＢ、

Cランクでは、市内77.8%、市外等が5.6%と市内の比率が高い、また不明の比率は16.7%で、 

所有者が不明の建物は、建物危険度や樹木の繁殖が進む傾向にある。 

  

表３ ランク別の所有者住所                       単位：件 
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図4-1 空家等の所有者住所（平成28年度）  図4-2 空家等の所有者住所（令和2年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ランク別所有者住所          
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単身
世帯

夫婦のみ
世帯

2世代世帯
（親と子の世帯）

3世代世帯
（祖父母と親と子など）

その他 未回答

20～29歳 0 0 0 0 0 0 0

30～39歳 0 0 0 0 0 0 0

40～49歳 1 0 2 0 0 0 3

50～59歳 1 1 11 3 0 0 16

60～64歳 4 4 4 1 0 0 13

65～69歳 2 5 4 1 0 0 12

70～74歳 4 4 2 2 0 1 13

75歳以上 5 7 7 1 1 2 23

未回答 0 0 0 0 0 9 9

計 17 21 30 8 1 12 89

年齢
世帯構成

計

単身
世帯

夫婦のみ
世帯

2世代世帯
（親と子の世帯）

3世代世帯
（祖父母と親と子など）

その他 未回答

20～29歳 0 0 0 0 0 0 0

30～39歳 0 0 4 1 3 0 8

40～49歳 1 1 3 2 2 0 9

50～59歳 1 1 11 2 2 0 17

60～69歳 6 12 13 4 1 0 36

70～79歳 4 18 9 7 5 0 43

80歳以上 15 7 9 0 4 0 35

未回答 0 0 0 0 7 2 9

計 27 39 49 16 24 2 157

年齢 計
世帯構成

 

 

2 意向調査結果  

（１） 所有者等の年齢と世帯構成 

回答があった方の年齢については、70歳代が27.3%と最も多かった。世帯構成につい

ては、2世代世帯（親と子の世帯）が 31.2%と最も多かった。 

 

表４－１ 所有者等の年齢と世帯構成（平成28年度）        単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２ 所有者等の年齢と世帯構成（令和2年度）          単位：人 
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住宅の使用方法 回答数 回答比率 回答数 回答比率

空家になっている 77 44.5%

倉庫、物置として利用している※ 15 33.3% 41 23.7%

賃貸住宅として貸し出している 2 4.4% 9 5.2%

自宅として使用している 6 13.3% 8 4.6%

週末や休暇時に使用している 12 26.7% 8 4.6%

帰省時に使用している 8 4.6%

現在は使用していないが、将来は使用する予定でいる 2 1.2%

その他 9 20.0% 14 8.1%

未回答 1 2.2% 6 3.5%

計 45 100.0% 173 100.0%

※平成28年調査時の「住まいは他にあり、住宅以外の目的で使用している」を含む

令和2年平成28年

回答数 回答比率 回答数 回答比率

使用していない 57 36.8%

月に1回以上 5 10.9% 23 14.8%

1年に数回 9 19.6% 21 13.5%

常時使用している 18 39.1% 15 9.7%

2～3ヵ月に1回 5 10.9% 9 5.8%

週に1回以上 2 4.3% 9 5.8%

数年に1回 2 4.3% 4 2.6%

その他 3 6.5% 6 3.9%

未回答 2 4.3% 11 7.1%

計 46 100.0% 155 100.0%

平成28年 令和2年
住宅の利用頻度

 

 

（２） 住宅の使用状況と使用方法 

使用状況と使用方法として回答が多かったのは「空家になっている」で44.5%、「倉

庫、物置として利用している」が23.7%であり、「現在は使用していないが、将来は使

用する予定でいる」の1.2%を含むと、回答があった建物の内、69.4%が現在は人の居住

がない。 

 

表５ 住宅の使用状況と使用方法                単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 住宅の利用頻度 

住宅を利用頻度として多かったのは「使用していない」36.8%で、次いで「月に1

回以上」14.8%であった。住宅の使用状況と使用方法と比較してみると、空家になって

はいるが、何らかの使用をしている人が見受けられる。 

 

表６ 住宅の利用頻度                     単位：件 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率

昭和２４年以前
（１９４９年以前)

15 11.7%

昭和２５～４２年
（１９５０～１９６７年）

28 21.9%

昭和４３～昭和５５年
（１９６８～１９８０年）

50 39.1%

昭和５６年～平成11年
（１９８１年～１９９９）

20 15.6%

平成１２年～（２０００年） 1 0.8%

未回答 8 15.1% 14 10.9%

計 53 100.0% 128 100.0%

空家等の建築時期

平成28年 令和2年

36

9

67.9%

17.0%

 

 

（４） 空家等の建築時期 

空家等の建築時期を見ると、昭和56年の建築基準法改正前に建てられた建物が多く、

72.7%を占めている。 

 

表７ 空家等の建築時期                      単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 空家等の建築時期                      単位：件 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率

平成29年以降 13 9.8%

平成21～28年 19 42.2% 50 37.9%

平成11～20年 13 28.9% 28 21.2%

平成1～10年 5 11.1% 15 11.4%

昭和 1 2.2% 5 3.8%

未回答 7 15.6% 21 15.9%

計 45 100.0% 132 100.0%

平成28年 令和2年
空家になった時期

 

 

（５） 空家等になった時期 

空家等になった時期を分析した結果、「平成21～28年」37.9%、「平成11年～20年」

21.2％、「平成1年～10年」11.4%、「昭和63年以前」3.8%であった。前回の平成28年

度調査以降、9.8%が空家等に新たになったと回答している。 

 

表８ 空家等になった時期                      単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７  空家等になった時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）、（2）、（4）、（5）より、建築基準法改正前の住宅に住んでいた高齢者の死亡や施

設等への入所、離れた所に住んでいた家族との同居等の理由により、空家等になっていると

推測できます。また高齢者の単身、夫婦世帯のみの世帯も多く、今後も空家等は増加してい

くと考えられます。 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率

現在でも住める状態である 22 30.1% 52 27.8%

建物内部に破損がある 12 16.4% 35 18.7%

屋根の瓦やトタン板等に剥がれがある 7 9.6% 23 12.3%

外壁の一部に破損、崩れがある 10 13.7% 22 11.8%

物干し、バルコニーのいずれかに崩れがある 5 6.8% 14 7.5%

把握していない 6 8.2% 12 6.4%

建物が明らかに傾いている 1 1.4% 2 1.1%

塀が道路側に傾いている 1 1.4%

その他 8 11.0% 14 7.5%

未回答 1 1.4% 13 7.0%

計 73 100.0% 187 100.0%

平成28年 令和2年
空家の状態

空家で困っている事 回答数 回答比率

建物の老朽化 64 16.3%

解体費用が高額で解体できない 42 10.7%

固定資産税等の税負担 41 10.4%

建物内の家財道具、仏壇、遺品等の整理 36 9.2%

日々の維持管理 34 8.7%

売却相手が見つからない 24 6.1%

維持管理に掛かる費用 24 6.1%

耐震性に不安がある 24 6.1%

相続に関する問題 22 5.6%

相談したいことがあるが、どこに相談すればいいかわからない 19 4.8%

改修費用が高額で改修できない 11 2.8%

賃貸相手が見つからない 11 2.8%

特にない 21 5.3%

その他 4 1.0%

未回答 16 4.1%

計 393 100.0%

 

 

（6） 空家等の状態 

空家等の状態を分析した結果、一番多かったのは「現在でも住める状態である」

27.8%であったが、「建物内部に破損がある」18.7%、「屋根の瓦やトタン板等に剥が

れがある」12.3%で回答が多かった。また住める状態にはあるが内部に破損がある等の

回答も見受けられた。 

 

表９ 空家等の状態                    単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7） 空家等で困っている事 

空家等で困っている事を分析した結果、複数回答する人が多く、空家等に対して何

らかの困っていることがある。その中でも多かったのは「建物の老朽化」で16.3%、「解

体費用が高額で解体できない」10.7%、「固定資産税等の税負担」10.4%であった。 

 

表１０ 空家等で困っている事（令和2年度）           単位：件 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率

行っている 25 51.0% 112 83.6%

行っていない 20 40.8% 11 8.2%

未回答 4 8.2% 11 8.2%

計 49 100.0% 134 100.0%

平成28年 令和2年
空家の維持管理

回答数 回答比率 回答数 回答比率

遠方に住んでいるため維持管理が出来ない 7 25.0% 19 17.0%

身体（年齢）的に維持管理が出来ない 3 10.7% 9 8.0%

管理の委託料等の費用が高い 8 28.6% 7 6.3%

適切な管理の仕方がわからない 7 6.3%

管理を頼める人がいない 6 5.4%

特にない 36 32.1%

その他 7 25.0% 19 17.0%

未回答 3 10.7% 9 8.0%

計 28 100.0% 112 100.0%

令和2年
維持管理を行っていない理由

平成28年

 

 

（８） 空家等の維持管理 

空家等の維持管理については、「行っている」が 83.6%で、「行っていない」が 8.2%

で、平成28年度調査時よりも「行っている」と回答した人の割合が大幅に増加してい

る。 

 

表１１ 空家等の維持管理                   単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 維持管理を行ってない理由 

維持管理を行っていない理由を分析した結果、回答が最も多かったのは「特にない」

32.1%であった。それ以外の理由としては「遠方に住んでおり、維持管理が出来ない」、

「その他」が17.0%で、「身体（年齢）的に維持管理が出来ない」8.0％があった。 

 

 表１２ 維持管理を行ってない理由               単位：件 
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回答数 回答比率 回答数 回答比率

取り壊しに対する支援 25 21.9% 58 18.8%

家財等の移転、処分に対する支援 17 14.9% 36 11.7%

空き家の有効活用事例・手法に関する情報提供や相談窓口 14 12.3% 33 10.7%

売却、賃貸に関する相談会 31 10.1%

公的な機関による借上げ・活用 20 17.5% 30 9.7%

建物の維持管理の手法に関する情報提供や相談窓口 10 8.8% 24 7.8%

空き家バンクなどの空き家物件情報の提供制度 7 6.1% 16 5.2%

リフォームに対する支援 9 7.9% 16 5.2%

空家の清掃、管理サービス 15 4.9%

耐震、改修箇所の診断、評価制度 8 2.6%

建物の適正な維持管理に関する地域のルールや見守り制度 6 5.3%

相続相談窓口 3 2.6%

その他 2 1.8% 11 3.6%

未回答 1 0.9% 30 9.7%

計 114 100.0% 308 100.0%

平成28年 令和2年
必要な制度

建替えを行う
予定がある

改修を行う
予定がある

建替えまたは改修を
行う予定はない

建物の取り壊しを
行う予定である

未回答

行っている 1 7 77 18 3 106

行っていない 0 1 6 5 0 12

未回答 0 0 2 0 8 10

計 1 8 85 23 11 128

空き家の
維持管理

空家の修繕予定

計

 

 

（１０） 空家等の修繕予定 

 

表１３ 空家等の修繕予定（令和2年度）                 単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１） 空家等の利活用に必要な制度 

必要な制度を分析した結果、複数回答する人が多く、様々な支援を必要としている様子

が見受けられる。内容としては「取り壊しに対する支援」が前回調査時に引き続き最も多

く18.8%、「家財等の移転、処分に対する支援」11.7%、「空き家の有効活用事例・手法に

関する情報提供や相談窓口」10.7%となっている。 

 

表１４ 空家等の利活用に必要な制度                単位：件 
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空家の利活用方法 回答数 回答比率

自らの居住のために使用したい 0 0.0%

自らの所有物の保管場所として使用したい 2 5.9%

賃貸住宅として貸し出したい 4 11.8%

商店・事業所として貸し出したい 2 5.9%

ボランティアや地域活動の場所として貸し出したい 3 8.8%

建物・土地を売却したい 11 32.4%

建物を取り壊して公共用地（公園等）として行政に使用してもらいたい 6 17.6%

その他 5 14.7%

未回答 1 2.9%

計 34 100.0%

空家の利活用方法 回答数 回答比率

適正価格で売却したい 34 17.3%

建物を解体して土地を活用したい 30 15.3%

安くてもいいから売却したい 29 14.8%

倉庫、物置として利用する 27 13.8%

適正価格で賃貸にしたい 16 8.2%

安くてもいいから賃貸にしたい 10 5.1%

行政等に寄付したい 8 4.1%

別荘（セカンドハウス）として利用する 8 4.1%

自分または家族が住む 5 2.6%

その他 12 6.1%

未回答 17 8.7%

計 196 100.0%

 

 

（１２） 空家等の利活用方法 

空家等を利活用方法について分析した結果、「適正価格で売却したい」17.3%で最も多

く、次いで「安くてもいいから売却したい」15.3%、「建物を解体して土地を活用したい」

が14.8％となっており、建物売却をしたいと考える人が多い結果となった。 

 

表１５－１ 空家等の利活用方法（平成28年度）             単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１５－２ 空家等の利活用方法（令和2年度）             単位：件 
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空き家バンクへの登録 回答数

登録したい 10

条件によっては登録したい 27

登録するつもりはない 52

制度についてもっと詳しく知りたい 19

すでに空き家バンクに登録している 3

その他 12

未回答 14

計 137

13.9%

2.2%

8.8%

10.2%

100.0%

回答比率

7.3%

19.7%

38.0%

空家バンクへの興味 回答数 回答比率

興味がある 23 46.9%

興味がない 7 14.3%

よくわからない 10 20.4%

未回答 9 18.4%

計 49 100.0%

 

 

（１３） 空き家バンクへの興味、登録 

空き家バンクへの登録について、「登録したい」、「条件によっては登録したい」が 7.3%

と19.7%に対して「登録するつもりはない」が 38.0%となっている。「すでに空き家バン

クに登録している」は2.2％であった。 

特定空家に関する判定別に「登録したい」、「条件によっては登録したい」と回答した

人の割合を見ると、特定空家の可能性のない空家の所有者は、空家バンクに登録したいと

考えている比率が高い結果となっている。 

 

表１６－１ 空き家バンクへの興味（平成28年）          単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１６－２ 空き家バンクへの登録（令和2年度）          単位：件 
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図８－１  空き家バンクへの興味（平成28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－２  空き家バンクへの登録（令和2年度） 
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特定空家に関する判定 空家数 興味がある 回答比率

特定空家の可能性なしの空家 173 20 11.6%

特定空家の可能性ありの空家 15 3 20.0%

計 188 23 12.2%

特定空家に関する判定 空家数
登録したい

条件によっては
登録したい

回答比率

特定空家の可能性なしの空家 310 36 11.6%

特定空家の可能性ありの空家 18 1 5.6%

計 328 37 11.3%

 

 

 

表１７－１ 特定空家に関する判定別空き家バンクへの登録（平成28年度） 単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１７－２ 特定空家に関する判定別空き家バンクへの登録（令和2年度） 単位：件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）、（12）、（13）より、売却や取り壊しなどの方法による建物の再活用や処分をし

たいと考えている所有者が多く管理状態の良い空家の所有者ほど空き家バンクへの登録を

考えている。ただ、条件によっては登録したいと考えている人が多くいるため、制度につい

てもっと詳しく知りたいと回答した人を含め、積極的な情報発信を行っていくことで、利活

用の促進が行えると思われる。 
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資料 3 空家等実態調査 現地調査票（1） 
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資料 4 空家等実態調査 現地調査票（2） 
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資料 5 空家等実態調査 意向調査票 
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